
１．継続事業の前提に関する注記
赤字運営が継続しており、借入して行っているが、社会福祉法人として継続事業ができるよう、
収入増を目指す様に取り組む。

（１） 固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定額法

（2） 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として
計上すべき金額を見積計上しております。

該当なし

（１） 中小企業退職金共済に加入

　　当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。
（１） 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２） 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４） 各拠点におけるサービス区分の内訳

①みきた福祉会拠点区分
　本部（社会福祉事業）
　みきた事業所（就労継続支援Ｂ型）
  生活介護みきた作業所（生活介護事業）

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

土地
建物

定期預金
投資有価証券

７． 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

担保に供している資産は以下のとおりです。

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

計

　 　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

該当なし

該当なし

役員1名より、1,100万円借入

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

１５．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

１6．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
　　　を明らかにするために必要な事項

19,241,784 0 0 19,241,784

計算書類に対する注記（全体）

２．重要な会計方針     

３． 重要な会計方針の変更

４． 法人で採用する退職給付制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

78,635,939 0 4,125,808 74,510,131
0 0 0 0
0 0 0 0

合　計 97,877,723 0 4,125,808 93,751,915

建物 149,950

８． 担保に供している資産

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類 取得価額 減価償却累計 当期末残高

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　　　　　　　　　　　

建物（基本財産）　　　　　　　　　　　　　 74,510,131
74,510,131

9,699,000
9,699,000

134,955

74,921,153

車両運搬具 8,082,057 7,985,791 96,266

機械及び装置 705,000 704,999 1

建物（基本財産） 98,233,527 23,723,396 74,510,131

14,995

１０．債権、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１２．関連当事者との取引の内容

１３．重要な偶発債務

１４．重要な後発事象

器具及び備品 1,210,330 910,570 299,760
合　計 108,380,864 33,459,711


